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SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会 

第２回総会 次第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 報告事項 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会委員等の変更について 

 

 

４ 議 事 

 

（１）第 1号議案 SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和 3 年度事業報告 

 

 

（２）第２号議案 SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和 3 年度収支決算 

 

 

（３）第３号議案 SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和 4 年度事業計画 

 

 

（４）第４号議案  SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和 4 年度収支予算 

 

 

（５）第５号議案 SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会専門委員会規程 

 

 

４ 閉 会 
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SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会委員等の変更について 

 SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会会則第８条の規定により委員の変更がありました

ので、下記のとおり報告します。 

変更前 

NO 役職名 所属団体 役 職 氏  名 

５ 委 員 玄海町議会総務文教常任委員会 委 員 長 岩 下 孝 嗣 

８ 〃 玄海町区長会 会 長 前 田 守 幸 

９ 〃 玄海町地域婦人会 会 長 佐 伯 富 美 子 

10 〃 玄海みらい学園 学 園 長 樋 渡   正 

11 〃 佐賀県立唐津青翔高等学校 校 長 北 島 直 幸 

12 〃 玄海町体育協会 会 長 宮 﨑 敏 郎 

13 〃 玄海町スポーツ推進員協議会 会 長 宮 口  健 

15 〃 玄海町老人クラブ連合会 会 長 渡 辺 一 夫 

25 〃 玄海町消防団 団 長 谷 丸 直 司 

26 〃 唐津警察署 呼子幹部派出所 所 長 田 中 健 一 

28 監 事 玄海町会計管理者 会計管理者 脇 山 和 彦 

29 参 与 九州電力（株）玄海原子力発電所 所 長 中 牟 田  康 

30 〃 （株）佐賀新聞社 唐津支社 支 社 長 辻 村 圭 介 

変更後 

NO 役職名 所属団体 役 職 氏  名 

５ 委 員 玄海町議会総務文教常任委員会 委 員 長 宮 﨑 吉 輝 

８ 〃 玄海町区長会 会 長 山 口 義 修 

９ 〃 玄海町地域婦人会 - - 

10 〃 玄海みらい学園 学 園 長 藤 田 郁 夫 

11 〃 佐賀県立唐津青翔高等学校 校 長 平 山 智 浩 

12 〃 玄海町スポーツ協会 会 長 宮 﨑 敏 郎 

13 〃 玄海町スポーツ推進員協議会 会 長 堀 田 悠 介 

15 〃 玄海町老人クラブ連合会 会 長 脇 山 奉 文 

25 〃 玄海町消防団 団 長 末 武 英 幸 

26 〃 唐津警察署 呼子幹部派出所 所 長 井 上 章 太 郎 

28 監 事 玄海町会計管理者 会計管理者 中 山 昌 直 

29 参 与 九州電力（株）玄海原子力総合事務所 所 長 篠 原 雅 道 

30 〃 （株）佐賀新聞社 唐津支社 支 社 長 松 田  毅 

報告事項 
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SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和 3年度事業報告 

 

１ 競技会の開催に向けて準備計画の作成 

・随時実施 

 

２ 先催県の準備状況等の調査研究 

・栃木リハーサル大会視察（令和３年８月２２日） 

  新型コロナウィルスの影響により、大会中止となった。 

・三重国体視察（令和３年９月２５日～令和３年９月２７日） 

    新型コロナウィルスの影響により、大会中止となった。 

大会準備関係資料をデータで受領し、調査研究を行った。 

 

３ 関係機関及び競技団体との連携調整 

・SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会設立総会・第１回総会 

・県、旅行代理店、旅館組合と打合せ 

 

４ その他競技会の開催準備に係る事項の推進 

  ・啓発ポロシャツの作成 

   町職員等の自費購入（１着３千円）により３１着作成し、配布した。 

   

 

 

 

 

 

 

第１号議案 
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・スポーツトライアル事業（令和３年１０月１６日） 

 県及び佐賀県相撲連盟主催で相撲教室を開催した。 

   

 

 

・カウントダウンボードの作成（令和４年１月２４日～） 

  玄海町町民会館入口付近に設置した。 

  

 

・学校訪問 2024（令和４年３月８日、令和４年３月９日） 

   玄海みらい学園７年生、８年生を対象に国民スポーツ大会の紹介やスポ

ーツ体験会を行った。 
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第２号議案 
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第３号議案 

 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会 

令和４年度事業計画 

 

 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会令和４年度事業計画を次のとおりとし、 

円滑に準備業務に努める。 

 

１ 競技会の開催に向けて準備計画の作成 

・会場設営等実施設計業務委託（契約日～令和５年２月２８日） 

 

２ 先催県の準備状況等の調査研究 

・栃木国体視察研修（令和４年１０月１日～令和４年１０月３日） 

 

３ 関係機関及び競技団体との連携調整 

・随時実施 

 

４ その他競技会の開催準備に係る事項の推進 

・随時実施 
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第４号議案 

 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会 

令和４年度収支予算 

                          (単位：円) 

収 入 

科  目 金  額 備  考 

補助金 2,335,000 円 玄海町補助金 

合  計 2,335,000 円  

  

支 出 

科  目 金  額 備  考 

旅費 1,167,000 円 国体視察等 

需用費 337,000 円 消耗品費、食糧費等 

役務費 11,000 円 切手、振込手数料等 

委託料 715,000 円 会場設営等実施設計業務 

備品購入費 105,000 円 行司衣装、軍配 

合  計 2,335,000 円  
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第５号議案 

SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会会則（令和３年９月８

日決定）第１３条第３項の規定に基づき、SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会

専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営について、必要な

事項を定めるものとする。 

（名称及び付託事項） 

第２条 専門委員会の名称及びSAGA2024国スポ玄海町実行委員会からの付託事

項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）委員長  １名 

（２）副委員長 １名 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちから SAGA2024 国スポ玄海町実

行委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 
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２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

４ 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営について必要な事項

は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和４年４月１５日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

名称 付託事項 

総務企画専門委員会 １ 総務企画に関すること。 

２ 財務に関すること。 

３ 広報に関すること。 

４ 住民参画に関すること。 

５ 歓迎・接伴に関すること。 

６ 他の専門委員会に属さない事項に関すること。 

競技式典専門委員会 １ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 競技用具・施設に関すること。 

宿泊衛生専門委員会 １ 宿泊に関すること。 

２ 医事・衛生に関すること。 

輸送警備専門委員会 １ 輸送・交通に関すること。 

２ 警備・消防に関すること。 
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SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会専門委員会委員名簿 

【総務企画専門委員会】 

NO 役職名 所属団体 役 職 氏  名 

１ 委員長 玄海町スポーツ協会 会 長 宮 﨑 敏 郎 

２ 副委員長 玄海町スポーツ推進員協議会 会 長 堀 田 悠 介 

３ 委 員 (一社)玄海町みんなの地域商社 統括マネージャー 篠 﨑 正 弘 

４ 〃 玄海町老人クラブ連合会 会 長 脇 山 奉 文 

５ 〃 玄海町ボランティア連絡協議会 会 長 藤 井  節 

【競技式典専門委員会】 

NO 役職名 所属団体 役 職 氏  名 

１ 委員長 玄海町議会総務文教常任委員会 委 員 長 宮 﨑 吉 輝 

２ 副委員長 佐賀県相撲連盟 理 事 長 村 上 英 昭 

３ 委 員    〃 事 務 局 長 領 家 和 哉 

４ 〃 玄海町区長会 会 長 山 口 義 修 

５ 〃 玄海みらい学園 学 園 長 藤 田 郁 夫 

６ 〃 佐賀県立唐津青翔高等学校 校 長 平 山 智 浩 

【宿泊衛生専門委員会】 

NO 役職名 所属団体 役 職 氏  名 

１ 委員長 玄海町旅館組合 組 合 長 野 崎 隆 行 

２ 副委員長 玄海町飲食業組合 組 合 長 牧 原   斉 

３ 委 員 玄海町社会福祉協議会 事 務 局 長 渡 邉 藤 江 

４ 〃 唐津上場商工会 副 会 長 牧 原  康 

５ 〃 唐津農業協同組合玄海支所 支 所 長 山 口 昭 紀 

６ 〃 仮屋漁業協同組合 理 事 牧 元 義 博 

７ 〃 外津漁業協同組合 代表理事組合長 尾 﨑 行 雄 

【輸送警備専門委員会】 

NO 役職名 所属団体 役 職 氏  名 

１ 委員長 玄海町交通安全協会 会 長 山 口 孝 司 

２ 副委員長 玄海町消防団 団 長 末 武 英 幸 

３ 委 員 唐津警察署 呼子幹部派出所 所 長 井 上 章 太 郎 
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SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、SAGA2024 国スポ玄海町実行委員会（以下「実行委員会」 

という。）と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第７８回国民スポーツ大会において、玄海町で開催され

る競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に対し、必要な準備を行う

ことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行

う。 

（３）競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

（４）競技会の開催に係る準備に関すること。 

（５）競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

（６）競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

（７）関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

（８）その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

第２章 組織 

（実行委員会の委員） 

第４条 実行委員会の委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（１）玄海町を代表する者 
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（２）玄海町議会を代表する者 

（３）関係競技団体、その他の関係団体及び関係機関を代表する者 

（４）その他会長が特に必要と認める者 

２ 会長及び委員は無報酬とする。 

（役員の定数） 

第５条 実行委員会に次の役員を置く。 

（１） 会長    １名 

（２） 副会長   若干名 

（３） 委員    ３０名以内 

（４） 監事    ２名 

（役員の選任） 

第６条 会長は、玄海町長をもって充てる。 

２ 副会長及び監事は、総会において委員の中から選任する。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は欠けたときはあら

かじめ会長が指名した順序によりその職務を代理する。 

３ 監事は、実行委員会の業務執行及び会計の状況を監査し、その監査の結果

を総会に報告する。 

（任期等） 

第８条 役員及び委員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱された日か

ら実行委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時

におけるそれぞれの所属団体又は機関の役職を離れたときは、その委員等は

辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 
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２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じ

て補充することができる。 

３ 会長は、前２号に規定により委員等に変更があったときは、次の総会にお

いて報告する。 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 顧問及び参与は無報酬とする。 

６ 前条第１項及び第２項の規定は、顧問及び参与の任期について準用する。

これらの規定中「委員及び役員」とあるのは「顧問及び参与」と読み替える

ものとする。 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１０条 実行委員会に、次に掲げる会議を置く。 

（１）総会 

（２）役員会  

（３）専門委員会 

（総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員等をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。 

３ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

（１）競技会の開催に係る基本方針に関すること。 
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（２）会則の制定及び改廃に関すること。 

（３）事業計画及び事業報告に関すること。 

（４）予算及び決算に関すること。 

（５）役員会に委任する事項に関すること。 

（６）その他重要な事項に関すること。 

４ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。

ただし、総会に出席できない場合は、代理人によって議決権を行使し、または

書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は出席したも

のとみなす。 

５ 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

６ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会の出席を求めることができる。 

（役員会） 

第１２条 役員会は、会長、副会長をもって構成する。 

２ 役員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。 

３ 役員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

（１）総会から委任された事項に関すること。 

（２）専門委員会の設置及び専門委員会への付託又は委任に関すること。 

（３）総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。  

（４）その他会長が必要と認める事項に関すること。 

４ 前条第４項及び５項に規定は役員会に準用する。 

５ 役員会は、第３項の規定により審議し、決定した事項及び次条第２項の規定

により専門委員から報告のあった事項を必要に応じて次の総会に報告するも

のとする。 
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（専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、役員会から付託又は委任された事項について調査、審議し、

その結果を役員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、役員

会に諮った上で会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。この場合において同

項中「委員及び役員」とあるのは「専門委員」と、「実行委員会」とあるのは

「専門委員会」と読み替えるものとする。 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１４条 会長は、総会及び役員会（以下「総会等」という。）を招集するいと

まがないとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものについては、これ

を専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において

報告し、その承認を得なければならない。 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１５条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ その他事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第６章 会 計 

（経 費） 

第１６条 実行委員会の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充

てる。 
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（予算及び決算） 

第１７条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監

査を経て、総会承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１８条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日

までとする。ただし、設立初年度の会計年度については、この規約の施行の

日から翌年３月３１日とする。 

２ 実行委員会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

第７章 解 散 

（解 散） 

第１９条 実行委員会は、第２条に規定するその目的が達成されたときは、総会

の議決を経て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て玄海町

に帰属するものとする。 

第８章 補 則 

（委 任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項

は会長が別に定める。 

 

附 則 

この会則は、令和３年９月８日から施行する。 
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